
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民本位の介護保険制度

実現のために 
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◆1.86倍に！高くなった弘前市の介護保険料 

介護保険制度は 2000（平成 12）年にスタートし、3年に一度の見

直しが行われてきました。現在は 8期（2021～2023 年）で、保険料

基準額（年額）は 81,090円（月額 6,757円）と、制度がスタートし

た年の 1.86倍に値上がりしました。 

青森県の保険料は、大阪府と沖縄県（この 2府県は保険料同額）に

次ぐ高さとなっています。 

 
※全国平均では第 1 期 2,911 円だったのが第 8期平均では 2 倍以上

の 6,014円になっています。 

（第 1期の弘前市の保険料は合併前の旧弘前市の基準額です。） 

 

◆天引きされる保険料 

現在、65 歳になると介護保険料納付通知書が送られてきます。そ

の年度は送られてくる納付書で納めることになりますが、翌年度か

らは年金を月額 1.5 万円以上受給している場合、介護保険料はその

年金から天引きされます（特別徴収）。それ以外の方は、納付書によ

る納付（普通徴収）になります。 
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◆第 8期保険料 

第 8期（2021～23 年）の介護保険料は所得段階に応じて下表のよ

うになっています。 

 
例えば、合計所得金額が 124 万円の方は第 6 段階の保険料、年額

2 



91,230円を納付しなければなりませんが、その負担率は 9.123 万円

÷124万円×100で 7.36％の負担率です。同様に、年所得が 189万円

の第 7 段階の方は 5.36％、年所得 1000 万円の方は 1.87％と所得段

階が上がるごとに保険料負担率は下がっています（下図参照）。 

 
所得が多い、少ないにかかわらず、平等に介護サービスを受けられ

るようにするためには、より公平な保険料とすべきなのではないで

しょうか。とにかく、保険料が高すぎるのです。ここに根本問題があ

ります。 

 

◆払いきれない保険料と滞納による罰則 

高すぎる保険料、払いたくても払えないという方が弘前市だけで

も 547人にのぼっています（令和 3年 5月）。その多くが「収入が少

ない」（38.6％）、「年金生活者」（24.9％）です。 

生活困窮による保険料減免措置はあるも 

のの、保険料を一定期間以上納めないでい 

ると利用料の一時全額負担や保険給付の差 

し止め、高額介護サービス費等の支給が受 

けられなくなるなどの罰則が科せられます。 
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経済的な困難を抱えている方にさらに追い打ちを掛け、介護制度か

ら排除するのはいかがなものでしょう？ 

 

◆介護保険の財源 

下の図でお分かりのように、介護保険給付財源は私たちが納めて

いる保険料と国、県、市が負担する公費で 5 割ずつに折半されてい

ます。一見すると、半分公費ということで安心するかもしれませんが、

果たしてそうでしょうか？介護サービスの利用者が増えて、保険給

付費が増えると、その増えた分の 2 分の 1 は保険料として跳ね返っ

てくる仕組みになっています（下図参照）。 

保険サービスを使いたければ保険料を上げますよ！という弱い者

いじめ…とんでもない制度です。 

それだけではありません。 

介護サービス 

を必要とすると 

きも安心して暮 

らせるようにす 

るために、必要 

な介護従事者の 

確保が急務です。 

しかし、介護従 

事者の平均賃金 

は他の産業平均 

賃金よりも低く 

抑えられている 

ために、必要な 

介護人材を確保 

できないでいる 

のが現実です。 
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※上図で第１号とは 65歳以上の被保険者、第２号は 65歳以

下の被保険者をさします。 



◆増える利用者負担 

 介護認定を受けて、介護サービスを利用すると、本人の合計所得金

額等によって利用料の負担割合が異なります。 

介護保険制度が始まった時には、1割負担でした。現在はご本人の合

計所得金額が 160万円未満だと 1割負担ですが、160万円を超えると

2割負担、220万円を超えると 3割負担となる場合があります。その

上、後述するように負担割合の見直しが検討されています。 

 高すぎる保険料を納めた上に、追い打ちを掛けるように利用料負

担が重くのしかかってきます。 

また、特別養護老人ホームは要介護 3以上でないと入れません。 

加えて、昨年 8月からは入所者の食事代への補足給付基準見直し

が行われ、１日当たりの食費が 650円だったのが一気に 1300円に

値上げされた例や、この見直しにより、特別養護老人ホームである

にもかかわらず、月 10万円を超える利用料の請求をしなければな

らなくなったという例も出てきています。そのために、年金では支

払いきれないと要介護 4であるにもかかわらず施設からの退所を考

えざるを得ないという方も。悲痛な叫びも聞かれるようになりまし

た。これでは、「保険あって、介護なし！」といっても過言ではあ

りません。 

しかも、収入だけではなく、 

本人、配偶者の預貯金も全て明 

らかにしなければならないので 

す。老後のため、あるいは葬儀 

費用のためと現役時代に一所懸 

命に働いて貯めた預貯金がアダ 

となる場合も出てきました。 

人生 100年といわれながら、 

死ぬまで経済的な苦労を強いら 

れるのは苦痛でしかないのでは 

ないでしょうか。 
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◆第９期介護保険計画で狙われている「改悪」 
政府の財政制度等審議会は 2022 年 5 月 25 日に「歴史の転換点に

おける財政運営」と題する建議を公表しました。この中で「我が国の

債務残高が累増する最大の要因は、社会保障をはじめとする受益（給

付）と負担のアンバランスである。」としたうえで、2024（令和 6）

年度からの第 9 期介護保険計画では「やるべきだ」と主に次のよう

なことをあげています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、2024 年は介護だけではなく、医療と福祉の各制度が同時改

定されます。引き続く物価高騰の中で、高すぎる介護保険料だけでは

なく、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料などが一斉に引き上げ

られたらとても暮らしていけません。 

 
私たちは署名運動に取り組んでいます。市や県、国への要請
活動を行います。ぜひご家族や周りの方々にも広めて下さい。
住民のための社会保障制度を作り上げていきましょう。 

・業務の効率化と経営の大規模化・協同化。 

・ 現在無料で行われているケアプラン作成費用を全額利用者  

負担に。 

・介護サービス利用料負担原則 1割を原則 2割負担に、さら 

に 2割負担の範囲の拡大、3割負担の判断基準の見直し検討。 

・多床室の室料相当額を基本サービス費 

等から除外。 

・要支援・要介護度ごとに設定されてい 

る区分支給限度額の例外措置見直し。 

・要介護 1、2への訪問介護・通所介護に 

ついて地域支援事業への移行検討と居宅 

療養管理指導の給付適正化。 

・2025年を前に介護保険料引き上げの検討。 
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